
   

１２０２ 品目分類の事前教示制度について 

 
 

輸入関係者の方が、輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等に

ついてあらかじめ税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度です。本制度

の利用による利点として、事前に税率がわかることから原価計算の確実性を高めること

が可能となる点や、輸入申告時に貨物の税番、関税率等が判明しているため、輸入通関

をよりスムーズに行うことができる点があります。事前教示は、原則として、文書によ

る照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。 

文書による事前教示の場合及びＥメールによる事前教示のうち一定の条件を満たす場

合（参考：1205 E メール等を利用した輸入貨物の税番・税率の照会）、回答として事

前教示回答書をお渡ししますので、輸入申告の際に添付してください。事前教示回答書

に記載された関税率表適用上の所属区分、関税率及び統計品目番号は、輸入申告の審査

の際に尊重されます。 

事前教示回答書の有効期間は３年間です。照会内容と現品が異なるとき、有効期間を

過ぎたとき、法令等の改正により取扱いが変わったとき及び回答が法令等の適用を誤っ

ているときには、回答書は輸入申告の審査の際に尊重されません。また、回答における

関税率表適用上の所属区分又は統計品目番号について、再検討を希望するものとして意

見がある場合には、回答書の交付又は送達があった日の翌日から２ヶ月以内に限り申し

出ることができます。 

（注）内国消費税等の適用区分及び税率と他法令の適用の有無についても照会できます

が、回答は参考に留まります。回答書に記載された内国消費税等の適用区分及び税率と

他法令の適用の有無は、輸入申告の審査の際に尊重されず、意見の申出の対象にもなり

ません。 
 
照会は、口頭（電話や税関の窓口での照会）やＥメールでも行うことができますが、

口頭での照会（原則としてＥメールによる照会を含みます。）は、輸入申告の審査の際に

尊重される取扱いが行われるものではないこと等、文書による場合と取扱いが異なりま

すので、より正確を期すため文書による照会をお勧めします。なお、ご照会の内容によ

りましては回答できない場合もありますので、ご了承願います。 

文書による照会の場合は、「事前教示に関する照会書（税関様式Ｃ第 1000 号）」によ

り行ってください。 

 

 問い合わせ先 

事前教示照会先電話番号一覧表 
 

函 館 税 関       …… ０１３８－４０－４７１６ 

東 京 税 関       …… ０３－３５２９－０７００ 

横 浜 税 関       …… ０４５－２１２－６１５６ 

名古屋税関       …… ０５２－６５４－４１３９ 

大 阪 税 関       …… ０６－６５７６－３３７１ 

神 戸 税 関       …… ０７８－３３３－３１１８ 

 門 司 税 関       …… ０５０－３５３０－８３７３ 

長 崎 税 関       …… ０９５－８２８－８６６９ 

            沖縄地区税関 …… ０９８－８６２－８６９２ 
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https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1205_jr.htm
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C1000.pdf

